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概 要

■誤りが判明した経緯
○福島第一原子力発電所に設置していた波高計（波の高さの計測器）は、2011年

3月11日に東北地方太平洋沖地震後の津波で損傷するまでの間、波高を計測。
当社は当該データ及び設置箇所を示す設置位置図を社外に提供。

○2019年6月24日、新潟県技術委員会の鈴木元衛委員から、波高計の設置箇所に
関するご質問を頂いたことをうけ、調査を開始。

■調査結果
○東北地方太平洋沖地震の発生時における波高計の設置箇所を「沖合約1.5km地点」

としていたが、実際には「沖合約1.3km地点（２００ｍ程度陸側）」であった。

■影響
○波高計の設置箇所に関する情報は、当社「未解明事項報告書」の津波到達時刻の検

討に用いられている。情報が誤っていたことにより津波到達時刻が１０秒程度早ま
るが、同報告書の結論「１５時３６分台に津波到達」への影響はない。

○当該情報は、「国会事故調査報告書」における津波到達時刻の検討にも用いられて
いる。津波到達時刻が１５～２０秒程度早まるが、同報告書の「15時37分ごろ
津波到達」という記載は変わらないものと思われる。
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誤りが判明した経緯
■誤りが判明した経緯
○福島第一原子力発電所に設置していた波高計（波の高さの計測器）は、2011年

3月11日に東北地方太平洋沖地震後の津波で損傷するまでの間、波高を計測。
当社は当該データ及び設置箇所を示す設置位置図を社外に提供。

○2019年6月24日、新潟県技術委員会の鈴木元衛委員から、波高計の設置箇所に
関するご質問を頂いたことをうけ、調査を開始。

■波高計の設置目的

○ 海上作業や船舶の入出港の可否を判断するために、福島第一原子力発電所の沖合
で連続的に波の高さのデータを計測する。

■波高計の設置箇所に関する情報を提供した経緯

○ 当社は、原子力安全・保安院（当時）に、津波分析評価結果の報告を求められた
（2011年４月）。

○ 福島第一原子力発電所事務本館への立入りが困難だったため、本社が保有してい
た「温排水調査報告書」（福島県に提出）に記載の設置位置図をもとに報告
（2011年７月）。

○ 当該情報に基づき「国会事故調査報告書」（2012年7月）における津波到達時刻
の検討や、「新潟県技術委員会」（2013年11月～）における津波時刻の議論な
どが行われている。
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調査内容および結果（概要）

ヒアリング
・

資料調査

現地調査

（海底地形調査）
（潜水調査）

目的：波高計設置/移設の経緯把握、現地調査（海底地形調査および潜水調
査）する構造物の形状などの情報を取得。

方法：当時の関係者（当社社員および協力企業社員）へのヒアリング、福島
第一原子力発電所事務本館内にある資料の確認。

結果：過去、波高計を設置していた可能性のある5箇所を推定。

【海底地形調査】
目的：海底に設置していた可能性のある構造物などの有無および概略形状を

把握。

方法：船から海底に発信した音波による反射波を解析し、海底地形を確認。

結果：５箇所のうち、波高計を設置していた可能性のある２箇所を推定。

【潜水調査】
目的：資料調査、海底地形調査で確認した構造物などの目視確認。

方法：ＧＰＳにて位置を特定し潜水。半径約１０m程度の範囲にある構築物
の有無を確認。構築物を確認した場合は、可能な限りその形状や寸法
を把握。

結果：海底地形調査の結果と同様、５箇所のうち２箇所で構造物を確認。
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調査結果

東北地方太平洋沖地震の発生時は、①ではなく③に波高計を設置していた。
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位置 概要

資料調査結果
現地調査

結果
確認した資料

設置架台
図面の有無

座標情報の
有無

①
震災以降、情報提供していた箇所

≪津波到達時刻の評価に使用≫ なし なし
構造物
なし

1979～2009年度 温排水調査報告書
（設置位置図として掲載）

①－１
１９７８年に計画した箇所

なし
あり

（日本測地系）

構造物
なし

1978年 社内稟議書
1978年 公共用財産使用許可申請書

②

１９７８年に設置した箇所

あり
あり

（日本測地系）

構造物
あり

1981年 社内稟議書（ケーブル修理）
2001年 公共用財産使用許可申請書

（変更前の設置箇所として記載）

③

２００１年に移設した箇所

≪震災発生時の設置箇所≫ あり
あり

（日本測地系）

構造物
あり

2001年 公共用財産使用許可申請書
（変更後の設置箇所として記載）

2009年、2010年 社内維持管理報告書

④

②の座標情報を、日本測地系から
世界測地系にした場合の箇所

≪2019年6月新潟県技術委員会
鈴木元衛委員から①との相違を指
摘された箇所≫

なし
あり

（世界測地系）

構造物
なし

②の座標情報を、日本測地系から世界
測地系にした場合の箇所



調査結果

5

0km

0.5km

1.0km

1.5km

約２００ｍ

位置 概要

①
震災以降、情報提供していた箇所

≪津波到達時刻の評価に使用≫

①－１
１９７８年に計画した箇所

② １９７８年に設置した箇所

③
２００１年に移設した箇所

≪震災発生時の設置箇所≫

④

②の座標情報を、日本測地系から世界測地
系にした場合の箇所

≪2019年6月新潟県技術委員会鈴木元衛
委員から①との相違を指摘された箇所≫



1978～2001年

2.0m（幅）×2.0m（奥行）×高さ不明

（出典）公共用財産使用許可申請書
工事報告書

2001～2011年

3.6m（幅）×3.6m（奥行）×1m（高さ）

（出典）公共用財産使用許可申請書

② ③

資料調査結果（②③設置架台の形状）
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現地調査（①～④海底地形調査結果）

7

0km
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②、③に構造物らしきものを確認。①、①－１、④は構造物が確認されなかった。

海底地形調査の範囲

①

①－１

②

③

④

水深



②に書類調査と同様の構造物を確認。

現地調査（②潜水調査結果）
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・構造物の有無： 有
・構造物の形状： １．１ｍ×１．１ｍ×（高さ）０．５ｍ
・その他構造物： 架台上に機器が１基あることを確認。その他、吊り筋、海底ケーブルを確認。



③に書類調査と同様の構造物を確認。

・構造物の有無： 有
・構造物の形状： ３．６ｍ×３．６ｍ×（高さ）１．０ｍ →震災時に設置されていた架台の構造と一致。
・その他構造物： 架台上に機器が３基あることを確認。その他、吊り筋、電気防食、海底ケーブルを確認。

現地調査（③潜水調査結果）
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①に構造物がないことを確認。

現地調査（①、①－１、④潜水調査結果）
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①－１に構造物がないことを確認。 【海底地形調査結果（再掲）】
①、①－１、④に構造物は確認されなかった。

④に構造物がないことを確認。



影響

○波高計の設置箇所に関する情報は、当社「未解明事項報告書」の津波到達時刻の検
討に用いられている。情報が誤っていたことにより、津波到達時刻が１０秒程度早
まるが、同報告書の結論「１５時３６分台に津波到達」への影響はない。

○当該情報は「国会事故調査報告書」における津波到達時刻の検討にも、用いられて
いる。津波到達時刻が１５～２０秒程度早まるが、同報告書の「15時37分ごろ
津波到達」という記載は変わらないものと思われる。

津波の来襲方向 防波堤までの距離の取り方

未解明事項報告書
南東方向

（波高計と南防波堤屈曲部を結ぶ方向）
波高計～南防波堤屈曲部

約1,000m⇒約900m：約100m短くなる

国会事故調査報告書
東方向

（汀線直交方向）
波高計～南防波堤突端

約800m⇒約600m：約200m短くなる

「波高計の設置箇所～防波堤」における津波到達時間を計算する方法の主な相違点
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未解明事項報告書への影響
○波高計の設置箇所に関する情報は、当社「未解明事項報告書」の津波到達時刻の検討

に用いられている。

○情報が誤っていたことにより、津波到達時刻が１０秒程度早まるが、同報告書の結論
「１５時３６分台に津波到達」への影響はない。
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修正前 修正後

主な修正内容

（中略） （中略）



事故調査報告書などへの影響
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国会事故調査報告書の関連する記載（参考資料p.69）

４） 津波の第2波の到達時刻
・・・
波高計の実測データから、福島第一原発沖合1.5km
地点に津波第2波の波高5mを超える波が到達したの
は15時35分ごろである。沖合1.5km地点から防波
堤突端までの距離は約800mであり、水深は9mから
13mまでである。
・・・
津波が沖合1.5km地点から防波堤突端に達するまで
の時間は70～80秒までと考えられ、これに防波堤突
端から4号機海側エリア着岸までの56秒を足すと2分
程度であり、15時35分ごろ＋2分は15時37分ごろ
となる。

※ 波高計の設置箇所（沖合1.5km）については、社内事故調査報告書にも関連する記載がある。

約800m

波高計から防波堤突端までの距離

約600m

波高計○ 国会及び社内の事故調査報告書には、波高計
設置箇所に関する記載がある。

○ 「国会事故調査報告書」では「未解明事項報告
書」と同様、津波到達時刻が検討されている。
そこで示されている計算方法に従い試算すると
津波到達時刻が１５～２０秒程度早まるが、
同報告書の「15時37分ごろ津波到達」という
記載は変わらないものと思われる。

＜国会事故調査報告書の記載内容への影響＞

【距離（位置）】：約200m短くなる

・波高計設置箇所：沖合1.5km⇒沖合約1.3km※

・防波堤突端までの距離：約800m⇒約600m

【津波の到達時刻】：15～20秒程度早まるものと推定

・防波堤突端到達までの時間 70～80秒⇒53～64秒

○ 政府、民間、学会の事故調査報告書への影響
はない。



【参考】解説
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◆日本測地系・世界測地系
－日本測地系：明治初期に地球の形状をベッセル楕円体として決定した日本独自の測地系。
－世界測地系：現代の観測技術をもとに、地球の形状をより実際に近い楕円体（GRS80

楕円体）として決定した世界標準の測地系。日本では2002年に測量法が改
正され世界測地系が採用されている。

◆公共用財産使用許可申請
国有財産法に基づく手続き。海底の占用に関する申請手続きであり、海底を使用して工作

物を構築する際に、占用面積を申請するもの。
申請者：福島第一原子力発電所長
申請先：福島県知事

◆温排水調査報告書
安全協定に基づき発電所の温排水が周辺海域の環境及び漁業資源に及ぼす影響有無を確認

することを目的に、当社と県でそれぞれ物理調査と生物調査を分担して実施し、その結果を
取りまとめたもの。

物理調査：海象調査（水温分布・流動など）を実施。
生物調査：漁業資源調査などを実施。

◆未解明事項報告書
当社「福島原子力事故調査報告書」の公表（2012年6月）以降に実施した調査・検討を

とりまとめた報告書。


